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１．基本的考え方 

 

○ 深刻化する地球温暖化問題への対応は待ったなしの状況であるにもかかわらず、

我が国の温室効果ガスの排出量は1990年比約８％の増。 

  本年は、現在の地球温暖化対策推進大綱の見直しの年であり、追加的対策・施

策が不可欠であることは明らか。 

 

○ 環境税は、温室効果ガスの排出量に応じ、工場や企業、家庭などから幅広く負

担を求めることができるなど、公平性、透明性、効率性、確実性に優れた施策。 

  環境税は、現在の国民のライフスタイルや社会経済システムを環境に優しいも

のへと変えていく推進力であり、資源小国でもある我が国の社会経済基盤の強化

にもつながる。 

 

○ 我が国の削減約束（６％）を確実なものとするためには、規制的手法や自主的

取組、経済的手法など様々な施策によって可能な限り排出削減を進めていく必要

があり、目標と実際のギャップを埋めるために必要な約１４％の温室効果ガスの

排出量のうち、約４％強程度の削減を環境税で確保する。 

 

○ 環境税の導入に当たっては、企業や国民全員が温暖化対策に参加していく仕組

みの構築を目指すこととする。 

  具体的には、環境税収は、各分野における温暖化対策の取組がより一層促進さ

れる支援に活用するとともに、あわせて、雇用の促進など企業活力の維持・向上

にも活用する。 

  なお、従来から温暖化対策に取組んでいる産業界の国際競争力の維持の観点や、

低所得者・中小企業への配慮等の観点から、様々な軽減措置も工夫する。 



２．環境税の具体的仕組み 

 

（１）課税対象、課税段階 

    すべての化石燃料と電気を課税対象とする。 

 

上流課税 下流課税 

揮発油（ガソリン） 石炭 

軽油 重油 

灯油 天然ガス 

ＬＰＧ 都市ガス 

 電気 

 ジェット燃料 

 

上流課税：石油精製会社から移出の段階又は製品として輸入した段階で課税。 

下流課税：消費時点で課税（石炭、重油、天然ガスは大口事業者に課税）。 

 

   注）下流課税については、円滑な執行に十分留意する必要がある。 

 

（２）税収額、税率 

 

○ 税収額は、約4,900億円とする。（一般財源とし、温暖化対策に約3,400億

円、その他は、例えば、社会保険料の軽減などに約1,500億円） 

 

＜各部門の課税額＞ 

・産業 約1,500億円 

・業務その他 約2,000億円 

・家庭 約1,400億円 

（運輸部門への課税額は、業務その他、家庭に配分した。） 

 

○ 税率は、2,400円/炭素トンとする。 

   ・例えば、電気の税率は、0.25円/kWh、ガソリンの税率は、1.5円/Lとなる。 

 

○ 家計の負担 一世帯当たり年間約3,000円（月額約250円） 

 

 

 

 



 

（３）税負担の減免措置 

 

○ 国際競争力の確保、産業構造の激変緩和等 

 

・  鉄鋼等製造用の石炭、コークス、農林漁業用Ａ重油等は、免税する。 

・  エネルギー多消費型製造業に属する企業が消費する石炭、重油、天然

ガス、電気、都市ガスについて軽減を行う。（生産額に占めるエネルギ

ーコストが全国平均を上回るような業種を指定し、２割から５割程度軽

減する。） 

・  運輸事業対策として、軽油等について軽減を行う。（税率1/2） 

 

 

○ 低所得者、中小企業等への配慮 

 

・ 低所得者等に配慮し、電気、都市ガスについて免税点を設定する。 

・ 中小企業に配慮し、小口事業所において消費する石炭、重油、天然ガ 

スは、非課税とする。 

・ 寒冷地や低所得者に配慮し、灯油について軽減を行う。（税率1/2） 

 

  ○ その他 

 

    ・ ガソリン等の化石燃料の輸出免税、発電用石炭等の免税（電気等にか

かる二重課税防止の措置）を行う。 

 

（４）既存エネルギー関係諸税との関係 

 

○ 環境税収が温暖化対策の追加的財源に充てられることを考慮しつつ、歳入、

歳出の性質が一部類似する石油石炭税との関係について所要の整理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 



 

（５）税収の使途 

 

○ 地球温暖化対策として企業、家庭などが行う取組や森林の整備・保全への支

援に充てるとともに、あわせて、雇用の促進など企業活力の維持・向上（例え

ば社会保険料の軽減）にも活用する。 

 

○ 地球温暖化対策の具体的な内容は、地球温暖化対策推進大綱の評価・見直し

を踏まえることとし、家庭部門を含め幅広い主体の取組を対象とする。例えば、

①省エネ機器の購入促進などによる豊かで環境に優しい生活の実現、②環境関

連産業の育成と環境設備支援、③グリーンな交通の実現、④クリーンエネルギ

ーへの転換、⑤緑の国づくりなどを支援する。 

なお、地球温暖化防止に資する技術開発や都市改造などの中長期的に効果を

発揮する対策にも充てる。 

  

（６）地方公共団体への譲与 

 

○ 住民に身近な存在である地方公共団体は、家庭の取組の支援、地域の森林

管理などの地域に密着した対策を実施している。 

このため、地方公共団体の地球温暖化対策に充てる「環境譲与税」を創設し、

環境税収の温暖化対策分の２割程度を地方公共団体に譲与することとする。 

 
（７）実施時期 
 

○ 平成18年1月から実施する。 

 

 

３．環境税の効果・影響 

 

○ 税による削減量 5,200万トン程度（1990年基準で４％強程度）の削減 

 

○ 経済への影響 GDP年率0.01％減 

 


